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令和３年6月1日より原則全ての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が完全義務化されます
ＨＡＣＣＰ（ハサップ）は、原料の受入から製造、製品の出荷までの一連の工程において、食中毒などの健康被害を引き起こす可
能性のある危害要因を科学的根拠に基づいて管理する衛生管理方法です。食品衛生法の改正により、令和２年６月１日から、一
般衛生管理に加え、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の実施が原則として全ての食品等事業者に求められるようになり、１年間の経過
措置（猶予期間）を経て、令和３年６月１日に完全義務化となります。
【 対象者 】 食品製造・加工事業者、飲食店、料理を提供する宿泊施設、
【 対象者 】 温度管理の必要な食品の保管・販売を行う事業者 等
【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 令和２年６月１日 施行（１年間の経過措置あり）
【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 令和３年６月１日 完全施行
【問合せ先】 飛騨保健所 生活衛生課・食品指導係 ０５７７‐３３‐１１１１（内線３２４、３２６、３２７） 《詳細はこちら》

アフターコロナに向けた前向きな取組への補助制度について
「小規模事業者持続化補助金＜一般型＞」 販路開拓の取組等の経費の一部を補助

補助上限額：原則５０万円（補助率２/３） 申請期限：６月４日（金）、１０月１日（金）
「小規模事業者持続化補助金＜低感染ﾘｽｸ型ﾋﾞｼﾞﾈｽ枠＞」 感染症感染防止と事業継続を両立させるための対人接触機会

の減少に資する前向きな投資を行い、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産性プロセスの導入費の一部を補助

補助上限額：１００万円（補助率３/４） 申請期限：５月１２日（水）、７月７日（水）
「アフターコロナ・チャレンジ事業者応援補助金（岐阜県版小規模事業者持続化補助金）」

アフターコロナに向けた事業転換や業態転換、新分野・新事業への展開などの意欲的な取組等の経費の一部を補助
補助上限額：１５０万円（補助率２/３） 申請期限：５月２６日（水）

「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金＜一般型＞」 革新的サービス開発等のための設備投資を補助

補助上限額：１,０００万円（補助率２/３） 申請期限：８月頃予定
「事業再構築補助金＜中小企業通常枠＞」 ポストコロナ時代に向けた思い切った事業再構築に係る経費の一部を補助

補助金額：１００万円～６,０００万円（補助率２/３） 申請期限：７月上旬予定
「ＩＴ導入補助金」 課題やニーズに合ったＩＴツール導入費の一部を補助

補助金額： ３０万～４５０万円（補助率１/２、２/３） 申請期限：７月予定
「中小企業の生産性革命・事業再構築等の支援（市）」 ポストコロナ社会を前提とした中・長期的な視点による成長戦略の

一環として、力強い経済の発展に資することを目的に市内事業者が行う新事業の創出や高付加価値化などの取り組みを支援
≪下記の補助金制度を活用した取組に係る自己負担額の一部を市が補助します≫ 詳細はこちら→
「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金（低感染リスク型ビジネス枠）（国） 」 「事業再構築補助金（国） 」
「小規模事業者持続化補助金（低感染リスク型ビジネス枠） （国） 」「ＩＴ導入補助金（低感染リスク型ビジネス枠）（国）」
「アフターコロナ・チャレンジ事業者応援補助金（県）」「アフターコロナ対応新商品開発支援補助金（県）」

振替納税をご利用の方へ

申告所得税及び個人事業者の消
費税の振替納税をご利用で令和２
年４月１５日までに申告された方の
口座振替日について、申告所得税
は５月３１日（月）、個人事業者の消
費税は５月２４日（月）と延長されて
いますのでお知らせします。

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金について

２０２１年１月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が５０％以上減
少した事業者に対し、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」が給付されます。申請には登録確認機関による事前確認
が必要となります。高山西商工会も確認機関に登録されておりますので、申請を希望される場合は本所各支所へご連絡ください。
【給付対象のポイント】
①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
②２０１９年比又は２０２０年比で、２０２１年の１月、２月又は３月の売上が５０％以上減少していること
※「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」の支給対象となった飲食店は対象外

【 給付額 】 法人…上限６０万円 個人事業者等…上限３０万円
【受付期間】 ２０２１年３月８日（月）～５月３１日（月）
【事前確認に必要な情報・書類】
申請ＩＤ、電話番号、法人番号及び法人名（法人の場合）、氏名及び生年月日（個人事業者等の場合）、宣誓・同意書

【申請に必要な書類】
①決算書・確定申告書類（２０１９年・２０２０年分） ②２０２１年の売上減少となった月の売上台帳等
③宣誓・同意書 ④本人確認書類（個人事業者等の場合） ⑤履歴事項全部証明書（法人の場合） ⑥通帳
⑦取引先情報一覧（顧客が事業者の場合） ※宣誓・同意書、取引先情報一覧はＷＥＢサイトよりダウンロード

【 問 合せ 】 ０１２０‐２１１‐２４０ （８：３０～１９：００ 土日、祝日含む全日対応） 《詳細はこちら》

『弁護士による無料法律相談会』のご案内

売上回収・取引契約をはじめ、消費者からのクレーム、労働者・労働契約、賃金・労働
時間、事業承継・相続などさまざまな法律問題に対して、「誰に相談したらよいのか？」
「どう対応したらよいのか？」とお困りになったことはありませんか？岐阜県商工会連合会
では本年度も、弁護士と直接相談できる無料オンライン法律相談会を下記の通り開設し
ますので、お気軽にご利用ください。相談を希望される方は商工会へお申し込みください。
【Ｚｏｏｍオンライン相談会日程】 各日１３：００～１７：００（相談時間最大５０分）

５月１１日（火）、５月２５日（火）、６月１５日（火）、７月６日（火）、７月２０日（火）

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の申請期限は令和３年５月３１日です


